
専用ホームページで全国にPRできます！

改修工事に対する補助金が受けられます！

入居者の確保がしやすくなります！

・手数料は無料、掲載料も無料。

・登録はすべてWeb上で完結。

・住戸面積が18㎡以上であれば登録可能（熊本市独自の基準緩和）。

・改修の際に1/3以内、最大100万円/戸の補助制度あり。

・住宅金融支援機構による改修工事費の融資制度あり。

・行政の相談窓口で登録物件をご案内。

・居住支援団体や不動産関係団体のネットワークを活用可能。

「セーフティネット住宅登録制度」

登録のメリット

①

高齢者や障がい者、子育て世帯等といった住宅の確保にお困りの方と、賃貸住宅の

空き室をお持ちのオーナー様をつなぐ制度があります。

空き室などの入居者募集にご活用下さい。

※裏面のお問い合わせ一覧①参照

※

※裏面のお問い合わせ一覧②参照

※

※

※裏面のお問い合わせ一覧③参照



Ｑ

Ａ

登録の条件はありますか？

はい、主に以下の条件を満たす必要があります。

〈規模〉各戸の床面積が１８㎡以上

（共用部がある場合は１３㎡以上）

〈構造〉耐震性を有するもの

（昭和５６年以降に着工又は新耐震基準）

〈設備〉各戸が台所、便所、収納及び浴室

又はシャワー室を備えたもの

※その他、細かい基準もありますので、遠慮なく

お問合せ下さい。

※条件に合わない場合でも居住支援協議会独自の

サイトに登録出来る場合もあります。

詳細はお問い合わせ下さい。

Ｑ 必要書類は何ですか？

Ａ 主に以下の書類を提出頂く必要があります。

〈申請書〉住宅の規模や構造等の入力

（Web上のシステムで作成・登録）

〈間取図〉規模・設備の概要を記載したもの

（電子データをアップロード）

〈誓約書〉全国統一の専用様式あり

（電子データをアップロード）

※全てWeb上で完結します。

※押印の書類等はないため、来庁頂く必要も

ございません。

※もちろん登録手数料は無料です。

※その他、耐震性の確認が必要な場合等は追加書類が

必要となる場合があります。

Ｑ 登録までの流れを教えて下さい

Ａ 登録の流れは以下のとおりです。
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※入居者が決定した際には、情報提供システム上で部屋状況を「空室」→「入居中」へ変更をお願いします。

また、建物をリフォームしたり間取りが変更になる場合は、変更届の提出が必要となります。

変更届の提出も登録時と同様にシステム上で完結するため、ご来庁の必要はございません。

不備がない場合、およそ２～３週間

お問い合わせ一覧

②住宅の斡旋、家賃債務保証、円滑な入居支援などのご相談

熊本市居住支援協議会 TEL:096-245-5667（平日10:00～17:00）

http://www.saflanet-kumamoto.com/kyougikai/

①セーフティネット住宅の検索・閲覧・申請サイト

セーフティネット住宅情報提供システム

https://www.safetynet-jutaku.jp/

③改修費補助（国による直接補助）制度に関すること

スマートウェルネス住宅等推進事業室

http://snj-sw.jp/

④このチラシやセーフティネット住宅全般について

熊本市住宅政策課 TEL:096-328-2438

メール jutakuseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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